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1．背景と目的

・八尾市では、令和 6 年 12 月末現在で 437 橋の道路橋を管理しています。

・橋梁は、一般的に建設後 50 年以上が更新の目安とされていますが、令和 6 年 12 月末時点で建設

後 50 年を経過している橋梁は 203 橋あり、全体の 46%を占めています。20 年後にはこの割合

が 91%となり、橋梁の老朽化が急速に進行する状況にあります。

・平成 24 年に発生した笹子トンネルのような老朽化した構造物による事故が発生しており、市民の安

全を確保するためにも維持管理に対する投資が求められています。 

・今後、修繕費および架替費の増大が見込まれる中、計画的な維持管理を行わなければ、修繕および架

替時期の集中に伴う財政負担により橋梁の安全性を確保することが困難となる状況が発生すること

が想定されます。

・八尾市では、管理する道路橋について、令和元年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画に基づい

て定期点検や修繕工事を実施してきました。

・前回計画から 5 年が経過し、定期点検結果や修繕に要した工事費等の情報が新たに蓄積されたこと

から、これらを計画に反映し精度の向上を図ります。

・また、令和 3 年 4 月の「道路メンテナンス事業補助制度要綱」の改正に基づき、管理施設の集約化・

撤去や新技術の活用、費用縮減などの短期的な数値目標の検討を行います。
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2．管理橋梁の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・管理橋梁の橋長は、5ｍ未満が 228 橋（52％）、5ｍ以上 15ｍ未満が 161 橋（37％）、15ｍ以

上が 48 橋（11％）であり、小規模橋梁の割合が高いことが特徴です。 

・管理橋梁の径間数は、1 径間が 421 橋（95％）、2 径間が 13 橋（3％）、3 径間が 2 橋（1％）、

4 径間以上が 1 橋（1％）であり、単径間の割合が高いことが特徴です。 

・管理橋梁の運用形態は、道路橋運用が 366 橋（84％）、歩道橋運用が 71 橋（16％）となってお

ります。 

・管理橋梁の橋梁形式は、ＲＣ橋が 226 橋（52％）と最も多く、次いでＰＣ橋が 98 橋（22％）、

ＢＯＸカルバートが 53 橋（12％）、鋼橋 42 橋（10％）、混合橋が 12 橋（3％）、石橋が 6 橋

（1％）となっております。 
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橋の健全性 橋の状態 

Ⅰ 健全 良好 

Ⅱ 予防保全段階  

Ⅲ 早期措置段階  

Ⅳ 緊急措置段階 悪い 

 

  

・令和 3 年度～令和 4 年度に実施した橋梁点検結果から、橋梁の健全性をⅠ～Ⅳの 4 段階に区分して

おります。 

・上部構造に着目した場合、健全性Ⅰが 134 橋（31％）、健全性Ⅱが 300 橋（68％）、健全性Ⅲ

が 3 橋（1％）、健全性Ⅳはありませんでした。 

・下部構造に着目した場合、健全性Ⅰが 210 橋（48％）、健全性Ⅱが 223 橋（51％）、健全性Ⅲ

が 4 橋（1％）、健全性Ⅳはありませんでした。 

・支承部に着目した場合、健全性Ⅰが 408 橋（93％）、健全性Ⅱが 27 橋（6％）、健全性Ⅲは 2 橋

（1％）、健全性Ⅳはありませんでした。 

・その他（路面、伸縮装置等）に着目した場合、健全性Ⅰが 173 橋（39％）、健全性Ⅱが 261 橋

（60％）、健全性Ⅲが 3 橋（1％）、健全性Ⅳはありませんでした。 

・橋としての健全性は、健全性Ⅰが 35 橋（8％）、健全性Ⅱが 391 橋（89％）、健全性Ⅲが 11 橋

（3％）、健全性Ⅳはありませんでした。 

 

健全性の診断の区分 
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部材単位の健全性 

上部構造 下部構造 

支承部 その他 

橋としての健全性 
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3．橋梁長寿命化への取り組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・橋長 2m 以上の橋梁について 5 年ごとに定期点検を行っています。 

・また、日常点検により、異常や補修必要箇所の早期発見に努めるとともに、小規模な補修および清掃

などを適宜行っています。 

・定期点検や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の損傷を早期に発見するととも

に、橋梁の健全度を把握・蓄積しています。 

・蓄積された点検結果は補修対策や次回点検にフィードバックし、継続的に活用します。 

・八尾市における橋梁長寿命化に向けた近年の取り組み状況は、下記の通りです。 

 

１）橋梁点検 

平成 23 年度 八尾市が管理する道路橋（478 橋）の点検実施（遠望目視点検）。 

平成 25 年度 道路法改正 「5 年に 1 度の近接目視点検を基本とする」ことを義務化 

平成 28 年度 八尾市が管理する道路橋（55 橋）の点検実施（道路法に基づく点検）。 

平成 29 年度 八尾市が管理する道路橋（403 橋）の点検実施（道路法に基づく点検）。 

令 和  3 年 度 八尾市が管理する道路橋（57 橋）の点検実施（道路法に基づく点検）。 

令 和  4 年 度 八尾市が管理する道路橋（388 橋）の点検実施（道路法に基づく点検）。 
 

～点検実施状況～ 

 

（新沢橋） 

 

２）橋梁長寿命化修繕計画の策定 

平成 24 年度 八尾市が管理する道路橋（478 橋）を対象とした橋梁長寿命化修繕計画を策定。 

令 和 元 年 度 八尾市が管理する道路橋（454 橋）を対象とした橋梁長寿命化修繕計画を改定。 
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4．計画対象橋梁および計画期間

5．基本方針および管理手法

 

1）橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁

・橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁は、橋長 2.0m 以上の道路橋 437 橋です。

・各橋梁の諸元等は、別紙に示します。

2）計画期間

・計画策定期間は、2025 年度（令和 7 年度）から 2034 年度（令和 16 年度）までの 10 年間とし

ます。

・橋梁長寿命化修繕計画による事業効果を検証するため、今後 50 年間のシミュレーションを行いま

す。

1）基本方針

老朽化対策における基本方針 

・管理する全ての橋梁を予防保全で管理することは困難であることから、「選択」と「集中」による

メリハリのある橋梁の維持管理を行います。

・橋梁長寿命化修繕計画に基づき、点検や修繕対策を計画的に進めることにより橋梁の機能維持を図り

ます。 

・上記に加え、新技術の活用および集約化の検討も進めていきます。

新技術の活用方針 

・限られた財源の中で効率的・効果的な維持管理および老朽化対策を行うために、従来工法のみではな

く新工法や新材料等、新技術の活用に取り組みます。

・新技術の活用は、定期点検および修繕（設計・工事）の各段階において新技術情報提供システム

(ＮＥＴＩＳ)や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に検討を行い、維持管理の効率化および

コスト縮減を目指します。

費用の縮減に関する具体的な方針 

維持管理費縮減の観点より下記のように取り組みます。 

・老朽化対策における費用の縮減

新技術を活用することで、定期点検における費用や修繕工事における費用の縮減に努めます。

・集約化・撤去による費用の縮減

関係者との調整を進め、方針決定を図ります。
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管理グループ 対象橋梁 管理方針 

グループ A 

○地域緊急交通路上の橋梁

○避難路に指定されている路線上の橋梁

○橋長 5ｍ以上の橋梁

劣化が進行し当面の期間架替えが発生しないよう、

予防保全の対策を積極的に行う。 

グループ B ○グループ A およびグループ C以外の橋梁
日常点検および法定点検を行い、損傷箇所のみ対策 

を行う。 

グループ C 
○補修による機能回復が有効でないと判断 

される橋梁(石橋等)

日常点検および法定点検を行い、その結果に応じて 

架替えを行う。 

2）管理手法

・八尾市では、小規模な橋梁から大規模な橋梁まで多くの橋梁を管理しています。

・これらすべての橋梁において同等な維持管理を実施するには膨大な維持管理費が必要であり、現実的

に対応することが困難な状況です。 

・そのため、八尾市では、管理橋梁を重要度に応じて、延命化を図る「グループ A」と、損傷箇所のみ

対策を行う「グループ B」と、架替えを前提として維持管理を行う「グループ C」の 3 つに区分する

方針とします。

管理手法 

八尾市管理橋梁 

補修による機能回復が 

有効である 

橋長 5m 以上である 

地域緊急交通路 

上に位置する 

避難路上に 

位置する 

グループ A グループ B グループ C 

NO 

NO 

YES 
YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

管理手法の分類方法 
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日常点検・定期点検 

橋梁利用状況の確認 

八尾市のネットワーク上、撤去可能と判断 

関係機関、地域住民への説明、合意形成 

撤去予告看板の設置（1ヶ月程度を想定） 

集約化・撤去の実施 

3）集約化・撤去の検討方針

・八尾市では、同じ河川上に多くの橋梁が建設されています。

・その中には利用者が限定的な橋梁もあり、これらの橋梁を集約化、撤去することで将来的に維持管理

費用を縮減していく方針です。

・集約化、撤去の判断は下記の行動計画に基づいて実施していきます。

行動計画 

撤去できない場合は補修

または架替えを実施

NG 

NG 
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6．対策優先順位の考え方

    ＋      ＝ 

鉄道を跨ぐ橋梁の例 延長の長い橋梁の例

橋の総合評価点 対策優先順位 

高い 

低い 

高い 

低い 

・限られた予算の中で橋梁の維持管理を行ううえで、対策優先順位の決定が必要となります。

・管理橋梁を「橋の健全性」と「橋の重要度」により点数化し、対策優先順位を定量的に決定します。 

・「橋の健全性」は、定期点検における健全性の診断の区分が「Ⅳ」（緊急措置段階）や「Ⅲ」（早期

措置段階）の橋梁を高く点数付けします。

・「橋の重要度」は、緊急交通路や避難路などに指定されている路線上の橋梁や鉄道・道路を跨ぐ橋梁、

橋の延長が長い橋梁などを高く点数付けします。 

・修繕対策等は、点数の高い橋から順次実施していきます。

橋の健全性に 

よる評価点

橋の重要度に 

よる評価点

・部材単位の健全性

・橋梁毎の健全性

・緊急交通路

・避難路

・通学路

・路下条件

・橋長 ほか 

橋の総合評価点

点数の高い橋から順に実施！

対策優先順位の考え方 
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7．長寿命化修繕計画の事業効果
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予防保全の対策を行う管理手法

損傷箇所のみ対策を行う管理手法

予防保全の対策を行う管理手法(累計)

損傷箇所のみ対策を行う管理手法(累計)

・橋梁長寿命化修繕計画による事業効果を検証するため、予防保全の対策を行う管理手法（本計画）と

従来の損傷箇所のみ対策を行う事後保全的な管理手法について、今後 50 年間に必要とされる維持管

理コストの算定を行いました。

・その結果、引き続き予防保全の対策を行うことで、今後 50 年間で約 88.9 億円のコスト縮減ができ

ることを確認しました。

10 年毎の事業費の推移 

今後 50 年で 

88.9 億円

(60%)の 

コスト縮減
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8．今後 10 年間の事業計画

実施年度 

実施内容 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

2029 

(R11) 

2030 

(R12) 

2031 

(R13) 

2032 

(R14) 

2033 

(R15) 

2034 

(R16) 

点検 0 橋 54 橋 382 橋 0 橋 0 橋 0 橋 54 橋 382 橋 0 橋 0 橋 

設計 3 橋 4 橋 1 橋 6 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 3 橋 8 橋 

修繕 6 橋 3 橋 3 橋 2 橋 6 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 1 橋 

更新 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 

集約化・撤去 1 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 

9．短期的な数値目標

10．学識経験者からの意見聴取

（１）新技術の活用についての短期的な数値目標

・令和 16 年度までの 10 年間に、管理する 437 橋のうち修繕を行う予定の 10 橋で新技術の活用を

目指します。 

（２）集約化・撤去についての短期的な数値目標

・令和 16 年度までの 10 年間に、管理する 437 橋のうち 1 橋で集約化・撤去の実施に向けた検討を

行います。

（３）費用縮減についての短期的な数値目標

・令和 16 年度までの 10 年間に、修繕工事において新技術を活用することにより、約 2,300 万円の

コスト縮減を図ることを目標とします。

・また、令和 16 年度までの 10 年間に、集約化・撤去の実施を行うことにより、約 1,800 万円の維

持管理費の縮減を図ることを目標とします。

八尾市橋梁長寿命化修繕計画の改定にあたり、 

近畿大学 理工学部社会環境工学科 

東山 浩士 教授 博士（工学） 技術士（建設部門） 

にご助言をいただきました。 

・今後 10 年間の点検、設計、修繕等の事業実施橋梁数は、下表を予定しています。

・対象橋梁毎の事業計画は、別紙に示します。

今後 10 年間の事業実施橋梁数 
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